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市役所代表

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

対
象
と
な
る
か
た
で
、
ま
だ
申
請
が
お

済
み
で
な
い
か
た
は
、
早
め
に
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

と
き
・
と
こ
ろ　

▼
９
月
１
日
㈪
〜
10
月 

　

９
日
㈭　

市
役
所
新
館
１
階
福
祉
課

受
付
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

必
要
な
も
の

①
申
請
書
②
通
帳
③
印
鑑

④
本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
な
ど
）

※
臨
時
福
祉
給
付
金
は
対
象
者
全
員
分
の

　

本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

問
福
祉
課
☎
51
６
７
４
９
（
受
付
会
場
）

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

　

９
月
２
日
に
登
録
し
た
市
選
挙
人
名
簿

の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧
期
間　

９
月
３
日
㈬
〜
７
日
㈰

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

縦
覧
場
所　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

☎
51
６
７
７
８

歩
道
橋
の
名
前
が
決
定
し
ま
し
た

　

市
が
建
設
中
の
稲
生
川
に
架
か
る
赤
い

太
鼓
橋
の
名
前
に
つ
い
て
、
５
月
に
一
般

公
募
し
て
い
ま
し
た
が
、
49
人
の
か
た
か

ら
90
作
品
の
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

６
月
24
日
に
開
催
さ
れ
た
太
素
顕
彰
会

に
お
い
て
選
考
の
結
果
、『
稲
生
桜
橋
（
い

な
お
い
さ
く
ら
ば
し
）』
に
、
決
定
し
ま

し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

多
数
の
ご
応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

問
土
木
課

　　

☎
51
６
７
３
２

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
な
ど

の
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す

　

現
在
交
付
し
て
い
る
重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
受
給
者
証
ま
た
は
重
度
心
身
障
害

者
医
療
費
受
給
者
決
定
通
知
書
の
有
効
期

限
は
９
月
30
日
ま
で
で
す
。
更
新
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
忘
れ
の
な

い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

９
月
17
日
㈬
〜
30
日
㈫

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
た

　

は
、
９
月
中
旬
に
郵
送
さ
れ
る
新
た
な

　

被
保
険
者
証
が
届
い
て
か
ら
更
新
手
続

　

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所　

▼
福
祉
課
福
祉
係
▼
十
和
田

　

湖
支
所
市
民
生
活
係

※
十
和
田
湖
支
所
で
手
続
き
を
し
た
場

　

合
、
受
給
者
証
な
ど
の
交
付
は
後
日
、

　

郵
送
と
な
り
ま
す
。

対
象　

身
体
障
害
者
手
帳
１
、２
級
、
内

　

部
障
害
３
級
（
一
部
除
く
）・
愛
護
手

　

帳
程
度
Ａ
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

　

帳
１
級
に
該
当
す
る
か
た

※
た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま

　

た
、
65
歳
以
上
で
新
規
交
付
さ
れ
た
か

　

た
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

持
参
す
る
物　

▼
印
鑑
▼
健
康
保
険
証

　
（
国
民
健
康
保
険
の
か
た
は
新
被
保
険

　

者
証
）
▼
現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
ま

　

た
は
決
定
通
知
書
▼
身
体
障
害
者
手

　

帳
、
愛
護
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保

　

健
福
祉
手
帳

問
福
祉
課
☎
51
６
７
１
８

障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
を

ご
存
じ
で
す
か

■
障
害
児
福
祉
手
当

　

20
歳
未
満
で
、
政
令
で
定
め
る
重
度
の

障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
障
害
児
に
対

し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。
た
だ
し
、

障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
の
給
付
を

受
け
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
施
設
に
入
所

し
て
い
る
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

■
特
別
障
害
者
手
当

　

20
歳
以
上
で
、
政
令
で
定
め
る
重
度
の

障
害
が
重
複
す
る
な
ど
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
在

宅
の
重
度
障
害
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る

手
当
で
す
。
た
だ
し
、
施
設
に
入
所
し
て

い
る
場
合
、
ま
た
は
病
院
な
ど
に
３
カ
月

を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
場
合
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

※
い
ず
れ
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま

　

た
手
続
き
に
は
診
断
書
な
ど
の
提
出
が

　

必
要
に
な
り
ま
す
。

問
福
祉
課
☎
51
６
７
１
８

漏
水
の
発
見
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

漏
水
は
、
水
と
い
う
大
切
な
資
源
を
無

駄
に
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
道
路
の

陥
没
や
冬
季
の
路
面
凍
結
な
ど
、
皆
さ
ま

の
日
常
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま

す
。　

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
周
辺
で
漏
水
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
晴
れ
て
い
る
の
に
道
路
（
地
面
）
が
濡

　

れ
て
い
る

▼
道
路
が
へ
こ
ん
で
い
る

▼
普
段
乾
い
て
い
る
水
路
に
き
れ
い
な
水

　

が
流
れ
て
い
る

問
水
道
課
☎
㉕
４
５
１
６

※
土
・
日
・
祝
日
お
よ
び
市
役
所
時
間
外

　

上
下
水
道
部
当
直
☎
㉕
４
５
１
１

厚生労働省
給付金キャラクター
カクニンジャ


